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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に
基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に
は記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、株主の皆様に電子提供措置事項からこれらの事項を除いたもの
を記載した書面を一律でお送りいたします。

第41回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

主要な営業所等
会計監査人の状況

業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

連結株主資本等変動計算書
連　結　注　記　表
貸　借　対　照　表
損　益　計　算　書
株主資本等変動計算書
個　別　注　記　表

（2024年９月１日から2025年８月31日まで）

株式会社明光ネットワークジャパン
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主要な営業所等

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号
北 海 道 事 務 局　　　北海道札幌市中央区北三条西二丁目1番地13
仙 台 事 務 局　　　宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番10号
名 古 屋 事 務 局　　　愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25番9号
大 阪 事 務 局　　　大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番14号
西 日 本 事 務 局　　　福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目1番1号

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

本 社　　　京都府京都市中京区室町通六角下る鯉山町507

本 社　　　大阪府箕面市西小路三丁目1番1号

本 社　　　東京都新宿区市谷砂土原町二丁目7番地

本 社　　　東京都北区豊島八丁目4番1号

本 社　　　東京都千代田区一番町29番1号

本 社　　　佐賀県佐賀市若宮三丁目2番10号

本 社　　　東京都品川区東五反田五丁目23番7号

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

主要な営業所等
① 当社の本社及び事務局等

② 株式会社MAXISエデュケーション

③ 株式会社ケイライン

④ 株式会社TOMONI

⑤ 株式会社One link

⑥ 株式会社早稲田EDU

⑦ 国際人材開発株式会社

⑧ 株式会社古藤事務所

⑨ 株式会社クース・コーポレーション

⑩ Simple株式会社

⑪ Go Good株式会社
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主要な営業所等

本 社　　　東京都千代田区麹町五丁目４番地

本 社　　　東京都千代田区麹町五丁目４番地

本 社　　　東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

⑫ 株式会社明光キャリアパートナーズ

⑬ 株式会社Reverse

⑭ 株式会社明光ウェルネス
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会計監査人の状況

区　分 支払額

公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 36百万円
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額 －百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36百万円

会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称　　　　　EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的
にも区分できないことから、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
　監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度にお
ける監査の計画と実績の状況を確認し、当事業年度における監査時間及び報酬額の見積りを検討した結果、その
報酬額は妥当な水準と認められたため、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 非監査業務の内容
　該当する事項はありません。

(5) 子会社の監査に関する事項
　該当する事項はありません。

(6) 責任限定契約の内容の概要
　該当する事項はありません。

(7) 補償契約の内容の概要
　該当する事項はありません。
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会計監査人の状況

(8) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計
監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出い
たします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある
場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。

(9) 現に受けている業務停止処分に係る事項
　該当する事項はありません。

(10) 過去2年間に受けた業務停止処分に係る事項
　該当する事項はありません。

(11) 辞任した又は解任された会計監査人に関する事項
　該当する事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、取締役及び使用人が当社の社会的責任と公共的使命を認識し、一人一人が高い倫理観を持ち、
法令・定款・諸規則に反することなく誠実に業務運営を遂行することを経営上の重要課題と位置付け
る。その周知徹底のため、コンプライアンス委員会を置き、「コンプライアンス規程」を全役職員に配
布・啓蒙し、企業統治の基盤強化に努めるものとする。

・取締役及び使用人の法令遵守及び業務の適正を確保するため、明確な権限及び職務分掌等を社内規程に
定め、重要事項を経営会議及び取締役会において審議する。

・当社は、取締役会を構成する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会における決議の公平性
及び透明性を図るものとする。また、取締役は、法令違反行為を未然に防止し、かつ、そのために必要
な措置を実施する。取締役が他の取締役の法令違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会、代表
取締役（リスク管理委員長）及びリスク管理担当取締役に報告する。

・企業倫理として「ホスピタリティ」を宣言し、フランチャイズチェーン全体の企業倫理の向上を推進す
る。

・当社は、経営環境の変化に呼応して生じるリスクに迅速に対応するため、リスク管理委員会を置き、事
務局はリスク管理室が担当する。リスク管理委員会は「リスク管理規程」を基準として、業務執行部門
のリスク評価・管理・対策を取りまとめて管理し、リスクへの柔軟な対応とコンプライアンスの遂行を
推進する。併せて、コンプライアンスに関する教育を継続的に実施するとともに、コンプライアンス違
反発生時の対応に関する手順を明確化し、同種事案の再発防止を期する。

・内部通報制度を導入することによって、コンプライアンス経営の強化を図る。
・内部統制の整備・運用状況をモニタリングするため「内部監査規程」を定め、内部監査室を置く。内部
監査の結果は取締役会及び監査等委員会へ報告され、内部統制システムの継続的な改善を推進する。

・当社は、業務執行の結果である財務情報、並びにコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に集約
した重要な企業情報を、適正かつ適時に開示し企業活動の透明性を確保する。

・役職員は、一丸となって、不当な要求を行う反社会的勢力に対しては、その圧力に屈することなく毅然
とした態度で臨み、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しないものとする。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会議事録、取締役会議事録その他法令に基づき作成を求められる文書については、法令に基づき
適切に作成、保存する。

・取締役の職務執行・経営意思決定並びに取締役への報告に関する文書については、「文書管理規程」、
「稟議決裁規程」及び「情報セキュリティ規則」等諸規則に則り、適切に作成、保存又は廃棄する。

・「個人情報保護規程」及び「営業機密管理」に関する規程を整備し、個人情報及び重要な営業機密を適
切、かつ、安全に保存、管理する。

・取締役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとする。
③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・事故・災害、与信等、損失のリスクに関する事項は、各業務執行部門において、「リスク管理規程」に
則り、リスクを抽出し発生を未然に防止するための様々な施策の検討、施策の運用を行う。それらのリ
スクは全社横断的にリスク管理委員会に集約し、潜在的なリスクに対する施策の運用状況の検証、並び
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業務の適正を確保するための体制

に顕在化した場合の事後対応の適正化を図るため、ガイドラインの制定やマニュアルの作成を行うもの
とする。

・危機管理、個人情報保護など事業所に係る重要なリスクについては、リスク管理委員会が集約したリス
クの予防・軽減施策をフランチャイズチェーン全体に提示し、フランチャイズチェーン全体での経営の
安定化に努める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は年度経営計画及び中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、
取締役の管掌を定め業務執行の効率化を推進する。また、経営目標が当初の予定通り進捗しているか定
期的な業績報告を通じて検査・評価し、PDCAサイクルの向上を図る。

・取締役会は、会社の重要な意思決定機関としての役割と、各取締役に対する業務遂行状況の定例報告、
並びに業務遂行の監督機関としての役割を強化するために、毎月１回以上開催する。また、重要な経営
事項については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、常勤監査等委員及び経営企画部長等で
構成する経営会議で審議、検討及び情報の共有化を図り、経営意思決定の迅速性を高めるとともに、透
明性及び効率性の確保に努める。

・取締役は、専任の内部監査室から業務執行に係る改善点の報告を受け、担当管掌業務の有効性と効率性
の適正化を図る。

⑤　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. 総則
・経営理念に基づき、グループとしての存在意義、役割を明確にするとともに、経営ビジョンによって将
来のグループとしての目標を共有する。また、当社グループ全体のリスクを網羅的に把握し、リスクの
評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。

・グループ内取引については、法令に従い適切であり、かつ、第三者との通常の取引の条件と著しく相違
しないことを十分に確認する。

・内部通報制度を導入することによって、グループ全体のコンプライアンス経営の強化を図る。
b. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・「関係会社管理規程」を定め各子会社における内部統制の実効性を図る。また、「関係会社管理規程」
に則り、各子会社に対し、業績、財務状況その他業務上の重要事項について定期的に当社への報告を求
める。

・内部監査室は、子会社の運営状況等を監査し、代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告する。
c. 子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
グループ各社は、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。

d. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務執行に関する権限及び責任については、グループ各社が業務分掌規程、職務権限規程その他諸規程
において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。

e. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ全体のコンプライアンスの基本方針を定め、グループ会社は、当該基本方針に従い、各社の業
務内容、規模、所在国、その他の事情に応じて、その体制の構築を推進するとともに、コンプライアン
スの教育、啓蒙を推進する。
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業務の適正を確保するための体制

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・当社では、監査等委員会監査の事務及び実査補助は、所轄部門又は使用人を固定せず、適宜担当部門が
実施する。

・監査等委員会の要請がある場合には、監査等委員会を補助する使用人を置く。当該使用人に期待される
業務の範囲及び就任期間により、専任又は兼任を決定するものとする。

⑦　前号⑥の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
並びに当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会を補助すべき使用人を置くこととなった場合、監査等委員会の指示により監査を補助する
業務については監査等委員会以外から指揮命令を受けない。また、当該使用人の人事異動、人事評価等
に関しては、監査等委員会の同意を必要とする。

⑧　監査等委員会への報告に関する体制
a. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
・監査等委員は、経営方針決定の経過及び業務執行の状況を知るために、業務執行に関する重要会議（常
勤監査等委員は経営会議・部門長会）に出席する。

・監査等委員会が会社の実態を正確に把握し、公正妥当な監査意見を形成するために、取締役は営業及び
業務の状況を監査等委員会に報告する。また、会社に重大な影響を与える重要事項及び公表する企業情
報は適時監査等委員会に報告する。

・監査等委員会は、内部監査室及びリスク管理室との連絡会を適宜開催し、内部統制及びリスク管理に関
する報告を受けるものとする。

b. 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等
委員会に報告するための体制
監査等委員会は、「グループ企業監査役連絡会」を開催し、子会社経営情報全般に関する問題点の早期
把握と情報の共有に努めるものとする。

⑨　前号⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制
当社は、監査等委員会に報告したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないものと
する。

⑩　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用又は債
務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行において生じる費用等は、所定の手続きにより会社が負担する。

⑪　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、内部監査室及び監査法人の三者による連絡会を定例的に開催し、会計監査や業務監査
に関する報告及び情報を受け、内部統制システムの状況を監視し検証するものとする。

・常勤監査等委員は、稟議書他業務執行に関する重要な書類の閲覧、重要な財産の取得、保有並びに管理
状況の調査等の常時監査により、業務執行の状況を適時に把握する。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会監査に対する認識を深め、監
査等委員会監査が効率的に推進できるように努めるものとする。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリング
し、改善を進めております。
　金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性評価」は、総務部リスク管理室が内部統制運
用事務局として体制の整備・運用を担い、内部監査室が有効性の評価を行っております。
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連結株主資本等変動計算書

株主資本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合　　計

当 期 首 残 高 972 907 10,752 △2,700 9,931

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △634 △634

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,727 1,727

自 己 株 式 の 処 分 △12 47 35

利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 14 △14 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） －

当 期 変 動 額 合 計 － 2 1,078 47 1,128

当 期 末 残 高 972 909 11,830 △2,652 11,060

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 902 51 953 10,884

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △634

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,727

自 己 株 式 の 処 分 35

利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 582 △10 572 572

当 期 変 動 額 合 計 582 △10 572 1,700

当 期 末 残 高 1,484 40 1,525 12,585

連結株主資本等変動計算書（2024年９月１日から2025年８月31日まで） （単位：百万円）
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連結注記表

連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数　1３社（前連結会計年度 13社）
連結子会社の名称　株式会社ＭＡＸＩＳエデュケーション、株式会社ケイライン

株式会社ＴＯＭＯＮＩ、株式会社Ｏｎｅ ｌｉｎｋ
株式会社早稲田ＥＤＵ、国際人材開発株式会社、株式会社古藤事務所
株式会社クース・コーポレーション、Ｓｉｍｐｌｅ株式会社
Ｇｏ Ｇｏｏｄ株式会社、株式会社明光キャリアパートナーズ
株式会社Ｒｅｖｅｒｓｅ、株式会社明光ウェルネス

（２）非連結子会社の名称
MEIKO NETWORK VIETNAM COMPANY LIMITED
株式会社明光みらい
（連結の範囲から除いた理由）
　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれ
も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数　２社
会社等の名称　NEXCUBE Corporation, Inc.
　　　　　　　明光文教事業股份有限公司

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
会社等の名称　MEIKO NETWORK VIETNAM COMPANY LIMITED
　　　　　　　株式会社明光みらい

持分法を適用しない理由
　持分法を適用していない会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に
見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体として重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
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連結注記表

①　有形固定資産 ……………………
(リース資産除く)

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以
降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
　建物及び構築物　　　２年～18年
　工具、器具及び備品　２年～20年

（３）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係
る財務諸表を使用しております。また、一部の会社については、その他の基準日に実施した仮
決算に基づく財務諸表を使用しております。

３．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
ａ．満期保有目的の債券 …………償却原価法（定額法）によっております。
ｂ．その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの …………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）によっております。
市場価格のない株式等 ……主として移動平均法による原価法によっております。な

お、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出
資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな
されるもの）については、組合契約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によっております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
ａ．商品 ……………………………総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっております。
ｂ．仕掛品 …………………………個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）によっております。
ｃ．貯蔵品 …………………………総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっております。
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
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連結注記表

②　無形固定資産 ……………………
(リース資産除く)

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③　リース資産 ………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資
産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を
零とする定額法を採用しております。

④　長期前払費用 ……………………定額法によっております。
（３）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

②　賞与引当金 ………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給
見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しておりま
す。

③　役員株式給付引当金 ……………取締役向け株式交付規程に基づく役員への当社株式の給
付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債
務の見込額に基づき計上しております。
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連結注記表

（４）重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループ（当社及び連結子会社）の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業に
おける履行義務の内容及び履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する時点）は以下の通
りであります。
　当社グループでは、下記の５ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

　なお、当社グループの取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払条件が到来し、契
約に重大な金融要素は含まれておりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価は
ありません。
①　学習サービスの提供

ⅰ．授業・講習等のサービスに係る収益認識
　当該サービスの提供については、主として顧客への授業・講習等の実施、映像授業の配
信等を行っており、これらに関して当社グループが提供する業務を履行義務として識別し
ております。当社グループでは、顧客との契約に基づく受講期間にわたり受講サービスを
提供する義務を負っており、受講期間が経過するにつれ履行義務が充足するため、当該期
間に応じて収益を認識しております。

ⅱ．教材・備品等の販売に係る収益認識
　当該サービスの提供については、主として顧客への教材・備品等の販売を行っており、
これらに関して当社グループが提供する業務を履行義務として識別しております。教材・
備品等の販売においては顧客への引渡完了時に物品に対する支配が顧客へ移転し、履行義
務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。

②　契約加盟金・更新料収入
　当社がフランチャイズ本部としてフランチャイズ加盟者から収受する加盟金については、
教室等の開校に至るまでの各種サポート（市場調査、物件選定、教室運営マニュアルの提
供、情報システムを通じた各種データ等の提供、各種研修の実施等）を履行義務として識別
しております。履行義務の充足に従い教室等の開校時点で収益を認識しております。なお、
加盟教室の更新料については当社による審査および更新手続きに係る対価であることから更
新時点で収益を認識しております。
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連結注記表

③　ロイヤルティ収入
　当社がフランチャイズ本部としてフランチャイズ加盟者から収受するロイヤルティについ
ては、事業ライセンスの供与、学習指導に係る一連のノウハウやシステム等へのアクセス及
び使用権の一連の提供を履行義務として識別しております。フランチャイズ加盟者は、ライ
センスが供与される時点で存在する当社の知的財産を使用する権利を有するため、その便益
を享受できるようになる時点で収益を認識しております。

（５）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①　連結子会社の事業年度等に関する事項 …連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

す。
②　のれんの償却方法及び償却期間 …のれんは、合理的に見積もった期間で均等償却しており

ます。
③　退職給付に係る会計処理の方法 …小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付
費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
基礎とした額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法
を適用しております。

（会計方針の変更に関する注記）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28
日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正
会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）第65－２項(2)ただし書きに定める
経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあり
ません。
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連結注記表

（表示方法の変更に関する注記）
(連結貸借対照表関係)
　前連結会計年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」、「前払費
用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示して
おります。
　なお、前連結会計年度の「前渡金」は106百万円、「前払費用」は439百万円、「その他」
は725百万円であります。

　前連結会計年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費
用」、「長期預金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に
含めております。
　なお、前連結会計年度の「長期前払費用」は25百万円、「長期預金」は100百万円、「その
他」は61百万円であります。

　前連結会計年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「未払金」、「預り金」
は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。
　なお、前連結会計年度の「未払金」は166百万円、「預り金」は190百万円、「その他」は
43百万円であります。

　前連結会計年度において、区分掲記しておりました「固定負債」の「従業員長期未払金」、
「役員長期未払金」及び「長期預り保証金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会
計年度より「その他」に含めております。
　なお、前連結会計年度の「従業員長期未払金」は79百万円、「役員長期未払金」は98百万
円、「長期預り保証金」は1百万円であります。

（会計上の見積りに関する注記）
　該当する事項はありません。

（連結貸借対照表に関する注記）
有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　1,386百万円

（連結損益計算書に関する注記）
　投資有価証券売却益
　　当社が保有する投資有価証券のうち国内上場株式1銘柄を売却したことによるものです。
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連結注記表

当連結会計年度期首
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

発 行 済 株 式
普 通 株 式 27,803,600 － － 27,803,600

合 計 27,803,600 － － 27,803,600
自 己 株 式
普 通 株 式 2,592,148 － 52,780 2,539,368

合 計 2,592,148 － 52,780 2,539,368

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）

（注）当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、「役員向け株式交付信託」が所有する当社株
式が含まれております。（「役員向け株式交付信託」122,600株）
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連結注記表

決　　　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基　準　日 効力発生日

2024年10月10日
取 締 役 会 ( 注 ) １ 普通株式 304 12 2024年８月31日 2024年11月18日

2025年４月11日
取 締 役 会 ( 注 ) ２ 普通株式 329 13 2025年２月28日 2025年５月８日

決　　　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基　準　日 効力発生日

2025年10月14日
取 締 役 会 普通株式 355 利益剰余金 14 2025年８月31日 2025年11月25日

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

（注）１．配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」が所有する当社株式に対する配当金１百万
円が含まれております。

　　　２．配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」が所有する当社株式に対する配当金１百万
円が含まれております。

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも
の

（注）配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」が所有する当社株式に対する配当金１百万円が
含まれております。
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連結注記表

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、余資については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達について
は、事業計画に照らし、必要に応じて銀行借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
　売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、市場価格の変動リスク及び発行体の財務状況等の悪化等により価値が下落
するリスクに晒されております。
　敷金及び保証金は、不動産賃貸借契約に基づき、支出した敷金及び保証金であります。これ
は、退去時に返還されるものであり、家主の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金及び未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　売掛金に関する信用リスクについては、生徒・取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う
ことで回収懸念の早期把握や軽減に努めております。
　満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少で
あります。
　敷金及び保証金に関する信用リスクは、家主ごとの支出額は少額でありますので、そのリ
スクは僅少であると認識しております。

②　市場リスクの管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減を図
っております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、資金計画を作成すること等の方法により管理を行っております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額 時価 差額
（１）有価証券及び投資有価証券

①満期保有目的の債券 500 488 △11
②その他有価証券 2,833 2,833 ―

（２）敷金及び保証金 1,174 1,111 △62

資産計 4,508 4,433 △74

区分 連結貸借対照表計上額
関係会社株式 606
非上場株式 0
投資事業有限責任組合への出資 47

２．金融商品の時価等に関する事項
　2025年８月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合
への出資は、投資有価証券には含まれておりません（（注２）を参照ください。）。

（単位：百万円）

（注１）現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払法人税等については、短期間で決
済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は、「(１) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当
該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
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連結注記表

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券

その他有価証券
株式 2,634 ― ― 2,634
社債 ― 198 ― 198

資産計 2,634 198 ― 2,833

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券
社債 ― 488 ― 488

敷金及び保証金 ― 1,111 ― 1,111
資産計 ― 1,600 ― 1,600

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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連結注記表

報告セグメント
その他
（注） 合計明光義塾

直営事業
明光義塾

フランチャイ
ズ事業

日本語学校
事業 計

売上高
一時点で移転される
財又はサービス 767 1,441 － 2,208 2,713 4,922

一定の期間にわたり
移転される財又はサ
ービス

13,737 2,731 1,486 17,955 1,949 19,904

顧客との契約から生
じる収益 14,504 4,173 1,486 20,164 4,662 24,827

その他の収益 － － － － － －
外部顧客への売上高 14,504 4,173 1,486 20,164 4,662 24,827

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、活発な市場で取引されている
ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。社債は取引金融機関から提示された
価格によっており、その時価をレベル２の時価に分類しております。
敷金及び保証金
　敷金の時価は、一定の期間ごとに区分した当該敷金の元金の合計額を国債の利回り等適切
な指標に信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２
の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キッズ事業（アフタ
ースクール）、RED事業、明光キッズe事業、HRソリューション事業、連結子会社株式会社古
藤事務所、連結子会社Simple株式会社等が含まれております。
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連結注記表

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「３．会計方針に関する事
項（４）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（１）契約資産及び契約負債の残高等

　契約負債は、主に顧客との契約に基づく授業・講習等のサービスの対価として顧客から受
領する前受金に関するものであり、連結貸借対照表上、契約負債として表示しております。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額
は、1,379百万円であります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はありま
せん。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額は
ありません。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 498円17銭
２．１株当たり当期純利益 68円44銭

（注）１株当たり情報の算定において、「役員向け株式交付信託」が所有する当社株式を自己株式と
して処理していることから、期末株式数及び期中平均株式数から当該株式数を控除しておりま
す。当連結会計年度において信託が所有する期末自己株式数は122,600株、期中平均株式数
は129,708株であります。

（重要な後発事象に関する注記）
　該当する事項はありません。
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貸借対照表

科　目 金　額 科　目 金　額
資産の部
流動資産
現金及び預金
売掛金
有価証券
商品
貯蔵品
短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
工具、器具及び備品
リース資産
無形固定資産
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
電話加入権
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
長期貸付金
敷金及び保証金
その他　

6,538
4,095
1,151
200
119
1

100
904
△34

10,010
481
446
32
2

187
167
16
4

9,341
3,180
4,849

0
485
676
150　

負債の部
流動負債 2,947
買掛金 116
未払費用 1,248
未払法人税等 467
未払消費税等 170
契約負債 112
リース債務 1
賞与引当金 420
その他 411

固定負債 647
役員株式給付引当金 20
繰延税金負債 314
リース債務 1
資産除去債務 239
その他 71

負債合計 3,595
純資産の部
株主資本 11,468
資本金 972
資本剰余金 915
資本準備金 915
利益剰余金 12,233
利益準備金 54
その他利益剰余金 12,179
別途積立金 9,147
繰越利益剰余金 3,032

自己株式 △2,652
評価・換算差額等 1,484
その他有価証券評価差額金 1,484
純資産合計 12,953

資産合計 16,549 負債及び純資産合計 16,549

貸借対照表（2025年8月31日現在） （単位：百万円）
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損益計算書

科　目 金　額
売上高 15,111
売上原価 11,433
売上総利益 3,678
販売費及び一般管理費 3,137
営業利益 540
営業外収益
受取利息 9
有価証券利息 8
受取配当金 1,192
投資事業組合運用益 0
受取賃貸料 50
貸倒引当金戻入額 9
　助成金収入 2
　違約金収入 3
　その他 9 1,285
営業外費用
支払手数料 15
賃貸費用 50
その他 1 67
経常利益 1,759
特別利益
　投資有価証券売却益 782
　その他 24 806
特別損失
固定資産除却損 2
減損損失 65
出資金評価損 10 77
税引前当期純利益 2,487
法人税、住民税及び事業税 552
法人税等調整額 △17 535
当期純利益 1,952

損益計算書（2024年9月1日から2025年8月31日まで） （単位：百万円）
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株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金

その他資
本

剰余金
資本剰余金
合　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別途積立金

繰越利
益

剰余金
当 期 首 残 高 972 915 △2 912 54 9,147 1,728 10,930 △2,700 10,115
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △634 △634 △634
当 期 純 利 益 1,952 1,952 1,952

自 己 株 式 の 処 分 △12 △12 47 35

利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 14 14 △14 △14 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 2 2 － － 1,303 1,303 47 1,353
当 期 末 残 高 972 915 － 915 54 9,147 3,032 12,233 △2,652 11,468

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
当 期 首 残 高 903 11,018
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △634
当 期 純 利 益 1,952

自 己 株 式 の 処 分 35

利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 581 581

当期変動額合計 581 1,935
当 期 末 残 高 1,484 12,953

株主資本等変動計算書（2024年９月１日から2025年８月31日まで） （単位：百万円）
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個別注記表

（１）有形固定資産 ………………………
(リース資産除く)

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以
降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定
額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　２年～18年
　工具、器具及び備品　２年～20年

（２）無形固定資産 ………………………
(リース資産除く)

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券 ……………償却原価法（定額法）によっております。
②　子会社株式及び関連会社株式 …移動平均法による原価法によっております。
③　その他有価証券

市場価格のない
株式等以外のもの ……………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）によっております。
市場価格のない株式等 ………主として移動平均法による原価法によっております。な

お、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出
資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな
されるもの）については、組合契約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品 ………………………………総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっております。
②　貯蔵品 ……………………………総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっております。
２．固定資産の減価償却の方法

（３）リース資産 …………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資
産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を
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個別注記表

零とする定額法を採用しております。
（４）長期前払費用 ………………………定額法によっております。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金 …………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

（２）賞与引当金 …………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給
見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（３）役員株式給付引当金 ………………取締役向け株式交付規程に基づく役員への当社株式の給
付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の
見込額に基づき計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における履行義務の内容及び履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する時点）は以下の通りであります。
　当社では、下記の５ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

　なお、当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払条件が到来し、契約に重大
な金融要素は含まれておりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありませ
ん。
①　学習サービスの提供

ⅰ．授業・講習等のサービスに係る収益認識
　当該サービスの提供については、主として顧客への授業・講習等の実施、映像授業の配
信等を行っており、これらに関して当社が提供する業務を履行義務として識別しておりま
す。当社では、顧客との契約に基づく受講期間にわたり受講サービスを提供する義務を負
っており、受講期間が経過するにつれ履行義務が充足するため、当該期間に応じて収益を
認識しております。
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ⅱ．教材・備品等の販売に係る収益認識
　当該サービスの提供については、主として顧客への教材・備品等の販売を行っており、
これらに関して当社が提供する業務を履行義務として識別しております。教材・備品等の
販売においては顧客への引渡完了時に物品に対する支配が顧客へ移転し、履行義務が充足
されるため、当該時点で収益を認識しております。

②　契約加盟金・更新料収入
　当社がフランチャイズ本部としてフランチャイズ加盟者から収受する加盟金については、
教室等の開校に至るまでの各種サポート（市場調査、物件選定、教室運営マニュアルの提
供、情報システムを通じた各種データ等の提供、各種研修の実施等）を履行義務として識別
しております。履行義務の充足に従い教室等の開校時点で収益を認識しております。なお、
加盟教室の更新料については当社による審査及び更新手続きに係る対価であることから更新
時点で収益を認識しております。

③　ロイヤルティ収入
　当社がフランチャイズ本部としてフランチャイズ加盟者から収受するロイヤルティについ
ては、事業ライセンスの供与、学習指導に係る一連のノウハウやシステム等へのアクセス及
び使用権の一連の提供を履行義務として識別しております。フランチャイズ加盟者は、ライ
センスが供与される時点で存在する企業の知的財産を使用する権利を有するため、その便益
を享受できるようになる時点で収益を認識しております。
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（会計方針の変更に関する注記）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28
日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定
める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はあり
ません。

（表示方法の変更に関する注記）
　(貸借対照表関係)
　前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」、「前払費用」は、金
額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
　なお、前事業年度の「前渡金」は104百万円、「前払費用」は247百万円、「その他」は608百
万円であります。

　前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」、「長
期預金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しており
ます。
　なお、前事業年度の「長期前払費用」は16百万円、「長期預金」は100百万円、「その他」は
33百万円であります。

　前事業年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「未払金」、「預り金」は、金額
的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
　なお、前事業年度の「未払金」は15百万円、「預り金」は218百万円、「その他」は17百万円
であります。

　前事業年度において、区分掲記しておりました「固定負債」の「従業員長期未払金」、「役員長
期未払金」及び「長期預り保証金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その
他」に含めて表示しております。
　なお、前事業年度の「従業員長期未払金」は79百万円、「役員長期未払金」は98百万円、「長
期預り保証金」は1百万円であります。
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（会計上の見積りに関する注記）
　該当する事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　615百万円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く。）
短期金銭債権 251百万円
短期金銭債務 130百万円
長期金銭債権　　485百万円

（損益計算書に関する注記）
（1）関係会社との取引高

営業取引（収入分） 1,130百万円
営業取引（費用分）　　　　　　　685百万円
営業取引以外の取引（収入分） 1,178百万円

（2）投資有価証券売却益
　　当社が保有する投資有価証券のうち国内上場株式1銘柄を売却したことによるものです。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,539,368株

（注）当事業年度末の普通株式の自己株式数には、「役員向け株式交付信託」が所有する当社株式が
含まれております。（「役員向け株式交付信託」122,600株）
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賞与引当金 128百万円
未払事業税 31百万円
未払事業所税 4百万円
貸倒引当金 10百万円
投資有価証券評価損 25百万円
関係会社株式評価損 806百万円
関係会社株式の投資簿価修正 62百万円
未払費用 27百万円
従業員長期未払金 22百万円
役員長期未払金 0百万円
資産除去債務 75百万円
その他 123百万円
小計 1,319百万円
評価性引当額 △929百万円
繰延税金資産合計 390百万円

その他有価証券評価差額金 △683百万円
資産除去債務に対応する資産 △21百万円
その他 △0百万円
繰延税金負債合計 △704百万円

繰延税金資産（負債）純額 △314百万円

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

（繰延税金負債）

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
　該当する事項はありません。
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種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者と
の関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
株式会社

明光キャリア
パートナーズ

（所有）
直接100.0％

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
（注） － 長期貸付金 360

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

　取引条件及び取引条件の決定方針等
　（注）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　重要な会計方針に係る事項に関する注記「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 512円73銭
２．１株当たり当期純利益 77円35銭

（注）１株当たり情報の算定において、「役員向け株式交付信託」が所有する当社株式を自己株式と
して処理していることから、期末株式数及び期中平均株式数から当該株式数を控除しておりま
す。当事業年度において信託が所有する期末自己株式数は、122,600株及び、期中平均株式
数は129,708株であります。

（重要な後発事象に関する注記）
　該当する事項はありません。
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